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厚生労働省　平成28年3月4日保医発0304第3号
  診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)より、抜粋【参考】
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（別紙１９）
平成　　年　　月　　日

 ５　届  出  内  容

① 人 →

② 人

③ ％ →

④ 人

⑤ ％ →

⑥ 人

⑦ ％ →

⑧ →

２０人以上

該当
非該当

ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（（地域密着型）通所介護事業所）

１　事  業  所  名

２　異  動  区  分 　１　新規　２　変更　３　終了

３　施  設  種  別 　１　通所介護事業所 ２　地域密着型通所介護事業所

４　届  出  項  目 　１　ＡＤＬ維持等加算

（１）評価対象者数
評価対象期間（注１）に連続して６月以上利用した期間（注２）
（評価対象利用期間）のある要介護者（注３）の数

（２）重度者の割合

①のうち、評価対象利用期間の最初の月（評価対象利用開始月）
において、要介護度が３，４または５である者の数

該当
非該当

①に占める②の割合

（３）直近12月以内に認定
　　　を受けた者の割合

①のうち、評価対象利用開始月の時点で初回の要介護・要支援認
定があった月から起算して12月以内である者の数

①に占める④の割合
該当
非該当

１５％以下

１５％以上

（４）評価報告者の割合

①のうち、評価対象利用開始月と当該月から起算して６月目に、
事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定し、その結果を報
告している者の数

①に占める⑥の割合
該当
非該当

（５）ADL利得の状況
⑥の要件を満たす者のうちADL利得（注４）が上位85％（注５）
の者について、各々のADL利得が０より大きければ１、０より小
さければ－１、０ならば０として合計したもの

該当
非該当

９０％以上

０以上

注２：複数ある場合には最初の月が最も早いもの。

注３：評価対象利用期間中、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。

注４：評価対象利用開始月から起算して六月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値。

注５：端数切り上げ。

注１：加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間。
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ＡＤＬ維持等加算　参考資料

　　平成32年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 …

●評価対象利用期間・利用開始月等の考え方

A
評価対
象利用
開始月

6月目の
ＡＤＬ評
価

評価対
象利用
開始月

Ｂ
評価対
象利用
開始月

6月目の
ＡＤＬ評
価

評価対
象利用
開始月

Ｃ
評価対
象利用
開始月

契約解除

Ｄ
評価対
象利用
開始月

6月目の
ＡＤＬ評
価

再度利
用開始

評価対
象利用
開始月

Ｅ 入院中 入院中
評価対
象利用
開始月

Ｆ
評価対
象利用
開始月

6月目の
ＡＤＬ評
価

評価対
象利用
開始月

＜ 5時間利用は計16回

（言葉の意味）
「評価対象期間」 …　ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間

「評価対象利用期間」 …　評価対象期間の中で、各利用者が通所介護等を月に1回でも、連続で6月間以上利用した期間のうち、最初の月が最も早い6月間

「評価対象利用開始月」　 …　評価対象利用期間の初月（複数の評価対象利用期間の初月がある場合は、その内最も早い月とする）

「利用者」 …　評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数＞5時間未満の通所介護費の算定回数である要介護者

初月、6月目のＡＤＬ値の提出を忘れないように注意すること。

（※　評価対象利用開始月は、任意にずらせません。）

4時間利用は計8回

要介護4・1回あたり6時間利用
長年利用しているが、Ｈ31.6月に一
度解約。7月に再度利用開始。

要介護2・1回あたり5時間利用
長年利用してきたが、入退院を繰
り替えしている。

要介護3・週4回、4時間利用
長年利用しており、Ｈ30.3月からは
1回あたり5時間に変更。

要介護1・1回あたり6時間利用
長年継続利用している。

要介護3・1回あたり5時間利用
Ｈ31.7月に契約し、継続して利用
中。

契約・利用なし

要介護2・1回あたり6時間利用
長年継続利用したが、Ｈ31.5月に
解約した。

利用無し

平成30年度　　 平成31年度
平成31年度に向けた「評価対象期間」 平成32年度に向けた「評価対象期間」 平成33年度に向けた「評価対象期間」

…

算定要件を満たし、届出をす

れば、次年度を通じて算定可。
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認知症介護研修体系

認知症介護指導者フォローアップ研修 （ 実施機関：（福）東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター）

認知症介護指導者養成研修  （ 実施機関：（福）東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター）

認知症介護実践リーダー研修（実施機関：県指定法人 一般社団法人 岡山県老人保健施設協会、公益社

団法人 全国老人福祉施設協議会、(公財）岡山市ふれあい公社、(福）新生寿会） 

                              認知症対応型共同生活介護事業所が短期利用共同生活介護を行う場合に       
                             研修修了者を配置する必要あり

小規模多機能型居宅介護事
業者、認知症対応型共同生
活介護事者、看護小規模多機
能型居宅介護事業者の代表者

認知症対応型共同生活介護事
業所の計画作成担当者

小規模多機能型居宅介護事業
所、看護小規模多機能型居宅介
護事業所の計画作成担当者

認知症対応型通所介護事業所、小規
模多機能型居宅介護事業所、認知症対
応型共同生活介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所の管理者

小規模多機能型サービス等 認知症対応型サービス事業
 計画作成担当者研修   管理者研修
（実施機関：  （実施機関：
（福）岡山県社会福祉協議会）  （福）岡山県社会福祉協議会）

認知症対応型サービス事業
 開設者研修
 （実施機関：
（福）岡山県社会福祉協議会）

認知症介護実践者研修（実施機関：県指定法人（福）岡山県社会福祉協議会、（公財）岡山市ふれあ
い公社、一般社団法人 岡山県老人保健施設協会）

 対象：法人経営（運営）者      対象：介護保険施設・事業所等の介護職員等 

認知症介護基礎研修（実施機関：（公財）岡山ふれあい公社） 

各研修について
１ 認知症介護基礎研修

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、 チー
ムアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにする。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等

標準カリキュラム（案）： 講義・演習６時間(360 分)

２ 認知症介護実践者研修

施設、在宅に関わらず認知症の原因疾患や容態に応じ、本人やその家族の生活の質の向上を図る対応や技術を修得させ
る。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定の知識、技術及び経験を有する者（原則として身体

介護に関する基本的知識・技術を修得している者であって、概ね実務経験２年程度の者）

標準カリキュラム：講義・演習31.5時間(1,890分) 、実習（課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分）

３ 認知症介護実践リーダー研修

ケアチームにおける指導的立場としてチーム員の知識・技術・態度を指導する能力及びチームリーダーとしてのチームマネ
ジメント能力を修得させる。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、認知症介護実践者

研修を修了している者（介護保険施設又は指定居宅サービス事業者及び指定地域密着型サービス事業者等におい

て介護業務に概ね５年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになること

が予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し１年以上経過している者）

標準カリキュラム：講義・演習56時間(3,360分) 実習（職場実習4週間（課題設定420分、実習のまとめ420分を含む））

４ 認知症介護指導者養成研修

認知症介護基礎・実践研修を企画・立案し、講義、演習、実習を担当することができる能力を身につけるとともに、介護保険
施設・事業者等における介護の質の改善について指導することができる者を養成する。

対象者：実践リーダー研修を修了した者（H12通知に規定する専門課程等を修了した者を含む。）。その他要件あり。
標準カリキュラム：講義・演習19.5日間(135時間)、実習（職場実習4週間、他施設実習3.5日（24時間）、実習のまとめ14時間）
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運動器機能向上計画書  ※参考例                              作成日 平成３0年 7 月 ２７日 

氏名 岡山 太郎 様  S1２年 12 月 31 日生 80歳 【要支援 ２】 作成者 岡山 花子 職種 機能訓練指導員 

1 ヶ月目 

（８月） 

実施回数    ８回／月 2 ヶ月目 

（９月） 

実施回数    ８回／月 3 ヶ月目 

（１０月） 

実施回数    ８回／月 

運動時間   ３０分／回 運動時間   ３０分／回 運動時間   ３０分／回 

短期目標 （例）洗濯カゴを持って庭まで歩いて行く 

長期目標に繋がる短期目標を設定 

洗濯物を干したり、取り込んだりすること

が出来る 

洗濯カゴを持って干す（取り込む）一連の

動作が１人で出来る 

プログラム 
（例）上下肢ストレッチ…５分 

   カゴを持っての歩行…５ｍ/２往復

                 など

運動の種類、実施時間、実施形態等を記載 

評価 
（例）達成。当初はカゴを持っての歩行に

やや不安定さが見られたが、回数を重ねる

ごとに重心が安定。上下肢の筋力強化も継

続しながら次の目標へ移ることとする。 

説明日    30 年   8 月    １日                          

計画説明者  岡山花子  （ 機能訓練指導員  ）           計画同意サイン (本人)                   (家族)                    

  多職種共同で作成

長期目標    （期間） 平成 30 年 8 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日 

おおむね三ヶ月で達成可能で介護予防サービス計画等に則した目標を設定 

（例）洗濯物を自分で干して取り込むことが出来る 

介護予防サービス計画等の目標   

（例）入院前まで一人で行っていた洗濯干しがまた一人で出来るようになる 

達成状況  (評価日) 平成 30年 10 月 31 日  長期目標に対しての評価を記入  継続の必要性の判断を記入 

（例）達成。カゴを持っての歩行は安定しており、洗濯物を干す動作時にも上肢に痛みなく実施できている。連続動作にも疲労は見られなかった。

本人より、もう少し洗濯物の量を増やして実施したいとの希望もあり、負荷を増やしたプログラムの立案を検討する。 

リスク評価 実施者（     ）実施日（平成 30年 7月 27 日） 

看護職員等の医療従事者によるリスク評価 

（例）血圧の変動に注意。実施前後に毎回測定しＢＰ○/

○を超える時には血圧が下がるまで実施せず静養して頂

く。 

緊急時対応 

（例） 

○○医院（000‐000‐0000）へ連絡 

△△氏（長男）へ連絡

本人のニーズ 

（例）自分の身の回りのことはできるよ

うになりたい。家族に迷惑はかけたくな

い。

項目 開始前 平成３０年  ７月 ２７日 終了後 平成３０年  １０月 ３１日 評価 

運動器疾患対策のための評価 

JKOM／JLEQ／転倒 点数：   点／      点／      点 点数：   点／      点／      点  

体力測定 

（例）握力   （例）向上、○ 

椅子立ち上がりテスト   低下、× など 

開眼片足立ち  

５ｍ通常歩行時間    

TUG    

主観的健康観（本人評価）：（そうでもない）１＜２＜３＜４＜５（良い） 

運動は好きですか １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５ １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５

体調はいいですか １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５ １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５

管理者 看護 介護 機能訓練 相談員 

おおむね1月間ごとに、短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況

を記載する。必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う。 

利用開始時及び事後に運動器の機能の状況を把握する。 

事後アセスメントの結果を介護予防支援事業者等に報告すること。 
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